
企業主導型保育事業点検・評価委員会の開催について 

 

令和元年 11 月 22 日 

内閣府特命担当大臣決定 

 

最終改正 令和５年 10月 12 日 

１ 趣旨 

企業主導型保育事業について、国及び国の補助事業者として企業主導型保育事業に要する経

費を補助する事業の実施主体となる機関（以下「実施機関」という。）が適切な役割分担を図

りながら事業を効果的・安定的に運営していく実施体制の構築に資するため、企業主導型保育

事業点検・評価委員会（以下「委員会」という。）を開催する。 

 

２ 所掌事務 

 委員会の事務は、次のとおりとする。 

（１）実施機関の候補の選定に関する事項 

（２）実施機関による企業主導型保育事業の実施状況についての点検及び評価に関する事項 

 

３ 構成員 

（１）委員会は、別紙に掲げる者をもって構成する。 

（２）構成員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の構成員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

（３）委員会に座長を置き、構成員の互選により選任する。 

（４）座長は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の者の出席を求めることができる。 

 

４ 庶務 

  委員会の庶務は、こども家庭庁において処理する。 

 

５ その他 

  委員会の運営に関する事項その他必要な事項は、座長が定める。 
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